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※このカレンダーには、決算日等に関係なく全ての会社に共通する期日のみ記載しています。

●９月分の源泉所得税、特別徴収住民税の納付

 ➡ 10月12日（月）まで
●令和2年8月決算法人の確定申告と納付（法人税・消費税など）
　★届出により申告期限の延長と見込納付制度あり（消費税を除く）。

  ➡ 決算応当日（月末決算では11月2日（月））まで
●令和3年2月決算法人の中間申告（法人税・消費税など）

 ➡ 決算応当日（月末決算では11月2日（月））まで
●3か月ごとに消費税の中間申告をする法人（前年確定消費税額（国税）

が400万円超の法人）のうち11月・2月・5月決算法人の中間申告

と納付 ➡ 決算応当日（月末決算では11月2日（月））まで
●1か月ごとに消費税の中間申告をする法人（前年確定消費税額（国税）

の年税額が4,800万円超の法人）のうち7月・8月決算法人を除く法

人の中間申告と納付

 ➡ 決算応当日（月末決算では11月2日（月））まで

●雇用保険被保険者資格取得届の提出（9月雇入分）

 ➡ 10月12日（月）まで
●労働保険概算保険料分割納付第2期分の納付
　★納付すべき概算保険料が原則40万円以上では３回に分割納付可能。

 ➡ 11月2日（月）まで
●労働者死傷病報告の提出（休業４日未満、7～9月分）

 ➡ 11月2日（月）まで

●外国人雇用状況届出書の提出（雇用保険の被保険者ではない外国人

の9月雇入・離職分） ➡ 11月2日（月）まで
●健康保険・厚生年金保険の保険料納付（9月分）

 ➡ 11月2日（月）まで税務

　標準報酬月額の定時決定により９月分から社会保険料の金額が変
わる場合があります。このとき、社会保険料を原則どおり翌月徴収
する場合は、10月支払給与分から徴収金額が変わります。社会保険
料の徴収等に関する税務・労務上の主な注意点を記載します。
［税務上の注意点］
　年末調整の社会保険料控除金額（給与控除分）は、その年に実際
に給与から差し引かれた金額です。したがって、翌月徴収による
2020年の社会保険料控除額は2019年12月分～2020年11月分
（2020年1月～2020年12月給与控除分）の社会保険料です。
［労務上の注意点］
　会社は毎年、４月～６月の報酬月額を記載した「報酬月額算定基礎
届」を7月10日までに提出し、国はその届出内容に基づいて標準報
酬月額を通知（厚生年金保険の標準報酬月額上限の引上げ分は９月
下旬以降）します。
　会社は、9月分（翌月徴収では10月支払給与分）～翌年8月分
（翌月徴収では翌年9月支払給与分）まで、原則として定時決定
による新しい標準報酬月額を基に、徴収すべき社会保険料の金額
を算定します。

（公認会計士・税理士　井村奨 ／ 特定社会保険労務士　井村佐都美）

●申告、納付期限等の日が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日に当たるときは、
　その翌日が納付期限等の日となります。

Check!
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基本 キ税務基本のキ5分 で読める!

期中に役員給与を減額しても損金算入できる？

公認会計士・税理士　溝端浩人 ／ 税理士　松本栄喜

　役員給与を減額することで定期同額給与でなくなったとしても、定期同額給与の例外として、減額改定が、
事業年度開始の日から３か月以内に行われる場合、役員の職制上の地位変更の事由により行われる場合、業
績悪化改定事由により行われる場合には、役員給与の全額を損金に算入することができます。
　なお、新型コロナウイルス感染症の影響により業績が悪化した場合や、今のところ影響が出ていなくても
今後の予想として業績が悪化することが見込まれる場合は、業績悪化改定事由に該当します。
　また、国税庁の新型コロナウイルス感染症に関するFAQでは、「業績が悪化した場合」と「業績の悪化が見込
まれる場合」について例示されています（「５. 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係：問
６、問６-２」参照）。

　新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図る目
的で雇用調整（休業）を実施した事業主に対して、休業手当の一部が助成される制度（雇用調整助成金）が
あります。
　また、こうした状況下における経費削減の一環として、役員給与の減額を行い、その減額改定が業績悪化
改定事由等に該当する場合には、定期同額給与の例外として損金算入することができます。

　事業主が、雇用調整助成金を活用し従業員の雇用維持が図れるよう、新型コロナウイルス感染症
に伴う特例措置がさらに拡充されました。

業績が悪化した
場合とは

業績の悪化が
見込まれる
場合とは

　現状では売上などの数値的指標が著しく悪化していないとしても、新型コロナ
ウイルス感染症の影響で売上回復の見込みが立たない等の場合で、客観的に見て、
役員給与の減額等の経営改善策を講じなければ財務状況が悪化する可能性が高く、
経営状況の著しい悪化が不可避であると判断される場合

● 役員給与の全額を損金算入することができる減額改定　　　　

（注）　教育訓練を実施した場合、教育訓練を受けた労働者１人につき日額最大 2,400 円が更に加算されます。

（注）　一旦減額した役員給与を、業績が回復したため減額前の金額に戻した場合（増額改定）には、「臨時改定事由」に該当する場合を除き、その増 
 額部分は損金不算入となるため注意が必要です。

雇用調整助成金の拡充等ここにも注目
!

1 助成額の上限の引上げ

　１人１日8,330円➡15,000円に引上げ

2 解雇等を行わず雇用を維持した中小企業の助成率を拡充

　原則、支給した休業手当等の9/10（一定の要件を満たす場合は10/10）➡一律10/10に拡充

3   適用対象期間の延長

　特例措置の適用対象期間が、令和2年9月30日＊まで延長

　イベント等のキャンセルや休業要請等により、予定していた売上がなくなり、
給与や家賃等の支払いが困難な状況で取引銀行や株主との関係からやむを得ず役
員給与を減額しなければならない場合

❶❶

❷❷

＊　令和２年９月30日の期限をさらに延長することが検討されています（令和２年８月20日現在）。




